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　市民と行政が、それぞれの能力を活かし、役割を分担して課題の解決に取り組む「協働」によるま
ちづくりを推進していきます。

　「選択と集中」を軸として、多くの市民の声を聴き市民の意見を反映させながら効率的な行政運
営を図っていきます。

　市民と行政が情報を共有し、コミュニケーションを図ることによる開かれた行政運営の推進を
図っていきます。

　平成23年３月11日に発生した東日本大震災は、
自然の脅威を思い知らされた出来事でした。い
つ、どこで、このような大災害が起こるかわから
ず、社会的に、万が一の事態に対する備えが必要
であるという意識が高まっています。
　例えば、本市の防災は、被害を最小化する「減
災」の考え方を基本としています。 予防対策、応急
対策、復旧対策の効果的実践のため、防災体制の
確立に向け自主防災組織の育成や要援護者の支
援体制の確立など、地域防災力の向上が重要と考
えます。

　また、誰もが安心して暮らすためには防災はも
ちろんのこと医療や福祉、健康づくりなど元気に
暮らせる環境整備が必要です。
　このような安全安心に暮らせるまちを実現する
ため「地域力」の向上に向け、人材育成や包括的な
ネットワークづくり、情報提供などの啓発活動を
行い、日常的に、 自らを守る「自助」、近隣社会が助
け合う「共助」、行政が力を発揮する「公助」による
協働の仕組みづくりを推進し、市民同士、市民と行
政が連携し合える、まちづくりを進めていきます。

Ⅱ 誰もが健康で安全安心に暮らせるまち
　恵庭市まちづくり基本条例が施行(平成26年１
月 1 日)され、市民と行政の協働によるまちづくり
を進めています。条例に対する市民、市職員の理
解を深め、条例を基本としたまちづくりや施策の
推進が必要となっています。
　特に、これからの人口減少社会においては、税
収減による財政の縮小が見込まれ、 行政主導の手
法だけでは対応しきれなくなる場面が増えてく
ることが考えられます。 行政は、経常収支の改善
などの観点に立って、安定した財政運営、効率的
な行政運営を行う必要があり、事務・事業のスリ
ム化、地域課題に的確に対応するための体制づく
りなど行政のあり方を変革し、市民の視点に立っ
たサービスを提供していくことが必要です。

　また、真に市民の視点に立ったサービスを提供
するためには、市民の協力が欠かせません。行政と
して、迅速、的確で、かつ様々な媒体を活用した効
果的な情報発信により、市民が分かりやすい情報
を得られるよう努めると共に、まちづくりにおい
ては、市民が自発的に行動する本市の地域性を活
かしながら、市民と行政が共に考え、コミュニケー
ションを図り、「これからの時代に必要なもの」「こ
れからの時代に必要だけれども市民間でもできる
こと」「市民だからできること」を選択しながら、そ
れぞれの能力を活かし、役割を分担して行動に移
していく、市民による市民のためのまちをつくっ
ていきます。

Ⅰ 市民による市民のためのまち

様々な担い手によるまちづくり1

　大規模災害に備えて平常時から市民の防災意識の高揚を図るとともに「自助・ 共助・公助」によ
る協働の仕組みづくりの推進を図っていきます。

災害に強い地域防災力4

　市民との連携による消防救急体制の推進を図っていきます。
支えあう消防救急体制5

　地域ぐるみで、事故・犯罪のない安全で安心して暮らせる明るいまちづくりをめざします。
安全安心の日常生活6

　市民一人ひとりのいのちや人権が尊重され、市民がお互いに助け合い住み慣れた地域で安心し
て暮らせる地域社会の実現をめざします。

助け合いいのちを大切にするまち7

　恵庭市スポーツ振興まちづくり条例に基づき、夢を育みながら子どもから高齢者まで、誰もが生
涯にわたって健康で元気に暮らせるまちの実現を図っていきます。

夢と健康を育むまち8

　誰もが安心して暮らせる地域を実現するため、市内医療機関や近隣市との連携により、安心して
医療が受けられる救急医療体制を整備するとともに、地域包括ケアシステムの充実を図ります。

持続可能な地域医療・介護体制9

時代のニーズに沿った変革2

ともに学びともに知る情報3
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